
高速実験炉原子炉施設における高経年化対策実施案 と 実用炉ガイドの比較

実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド 高速実験炉原子炉施設における高経年化対策（案） 備考 

３.１ 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事

項を満たすこと。 

① 高経年化技術評価の実施体制、実施方法等プロセスを明確にす

ること。

①を行うに当たっては、社団法人日本原子力学会 日本原子力学会

標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2008」

（AESJ-SC-P005:2008）（以下「PLM 基準2008 版」という。）の６．２

実施手順及び実施体制を用いることができる。

② 高経年化技術評価の対象となる機器・構造物は、発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２年８

月３０日原子力安全委員会決定。以下「重要度分類指針」という。）に

おいて安全機能を有する構造物、系統及び機器として定義されるクラ

ス１、２及び３の機能を有するもの（実用炉規則別表第二において規

定される浸水防護施設に属する機器及び構造物を含む。）並びに実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号。以下「設置許

可基準規則」という。）第４３条第２項に規定される常設重大事故等対

処設備に属する機器及び構造物（以下「機器・構造物」と総称する。）

の全てとすること。

ただし、動的機能を有する部分については、通常の施設管理活動に

おいて、材料等の経年劣化の影響から生じる性能低下の状況が的確

に把握され、的確な対応がなされている場合は、この限りではない。ま

た、定期取替品及び消耗品については、高経年化技術評価の対象部

位から除外する。 

②を行うに当たっては、ＰＬＭ基準2008 版の６．３．１ 評価対象機器

及び６．３．３．１ 部位・経年劣化事象の抽出を用いることができる。

③ 高経年化技術評価においては、機器・構造物の運転実績データに

加えて、国内外の原子力発電プラントにおける事故・トラブルやプラン

ト設計・点検・補修等のプラント運転経験に係る情報、経年劣化に係る

３.１ 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項

を満たすこと。 

① 高経年化技術評価の実施体制、実施方法等プロセスを明確にする。

② 高経年化技術評価の対象となる機器・構造物は、設置許可申請書

に定めた「重要安全施設」

（「水冷却型試験研究用原子炉施設に関する安全設計審査指針」の「添

付 水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る基本的な考え方」を参考に、高速実験炉原子炉施設の特徴を踏まえ、

設置許可申請書に定めた安全機能の重要度分類クラス１、２及び３の

機能を有するもののうち、安全機能の重要度が特に高いものとして設置

許可申請書にて選定した重要安全施設）

並びに、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための

資機材のうち常設のもの

を対象とする。

ただし、動的機能を有する部分については、通常の施設管理活動に

おいて、材料等の経年劣化の影響から生じる性能低下の状況が的確に

把握され、的確な対応がなされている場合は、この限りではない。また、

定期取替品及び消耗品については、高経年化技術評価の対象部位か

ら除外する。 

③ 高経年化技術評価においては、機器・構造物の運転実績データに

加えて、国内外の原子力発電プラントにおける事故・トラブルやプラント

設計・点検・補修等のプラント運転経験に係る情報、経年劣化に係る安

研究炉であること

から、重要安全施

設を対象とする。 

原子炉の運転を

継続するための機

器、すなわち異常

事象の起因となる

だけの安全施設

は対象外とするこ

とが基本的な考

え。 

なお、保安規定

（135 条の 3）施設

管理の重要度が

高い系統に対する

定量的な目標の

策定 の対象とし

て「重要安全施

設」と定められて

おり、これと整合

する。 
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安全基盤研究の成果、経年劣化事象やそのメカニズム解明等の学術

情報、及び関連する規制・規格・基準等の最新の情報を適切に反映

すること。 

また、原子炉等規制法第４３条の３の３２の規定による運転すること

ができる期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後４０年を

迎えるプラントの高経年化技術評価には、当該申請に至るまでの間の

運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のため

に実施した点検（特別点検）の結果を適切に反映すること。 

なお、運転開始後４０年を迎えるプラントの高経年化技術評価を行

うに当たっては、３０年時点で実施した高経年化技術評価をその後の

運転経験、安全基盤研究成果等技術的知見をもって検証するととも

に、長期施設管理方針の意図した効果が現実に得られているか等の

有効性評価を行い、これら結果を適切に反映すること。また、運転開

始後５０年を迎えるプラントも同様とする。 

③を行うに当たっては、ＰＬＭ基準 2008 版の３ 最新知見及び運転経

験の反映を用いることができる。 

 

④ 高経年化技術評価の機器・構造物に発生するか又は発生が否定

できない経年劣化事象を抽出し、その発生・進展について評価を行

い、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出すること。 

ただし、高経年化技術評価の機器・構造物に発生するか又は発生

が否定できない経年劣化事象のうち、以下に示す事象のいずれにも

該当しないものであって、日常的な施設管理において時間経過に伴う

特性変化に対応した劣化管理が的確に行われている経年劣化事象

（以下「日常劣化管理事象」という。）については、その発生・進展につ

いて評価を行い、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出す

ることを要しない。この場合、当該日常劣化管理事象の劣化傾向監視

等劣化管理の考え方、方法、計画及び実績を⑩の高経年化技術評価

書において明確にすること。 

 

・ 低サイクル疲労 

・ 中性子照射脆化 

・ 照射誘起型応力腐食割れ 

・ ２相ステンレス鋼の熱時効 

・ 電気・計装品の絶縁低下 

全基盤研究の成果、経年劣化事象やそのメカニズム解明等の学術情

報、及び関連する規制・規格・基準等の最新の情報を適切に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 高経年化技術評価の機器・構造物に発生するか又は発生が否定で

きない経年劣化事象を抽出し、その発生・進展について評価を行い、高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出する。 

ただし、高経年化技術評価の機器・構造物に発生するか又は発生が

否定できない経年劣化事象のうち、以下に示す事象のいずれにも該当

しないものであって、日常的な施設管理において時間経過に伴う特性変

化に対応した劣化管理が的確に行われている経年劣化事象（以下「日

常劣化管理事象」という。）については、その発生・進展について評価を

行い、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出することを要し

ない。この場合、当該日常劣化管理事象の劣化傾向監視等劣化管理の

考え方、方法、計画及び実績を⑩の高経年化技術評価書において明確

にする。 

・ ナトリウム環境における経年劣化事象 

・ クリープ疲労 

・ 放射線劣化（中性子照射による強度低下等） 

 

 

・ 電気・計装品の絶縁低下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナトリウム冷却型

高速炉に焼き直し 
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・ コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下 

④を行うに当たっては、ＰＬＭ基準2008 版の６．３．２ 評価対象事象

及び６．３．３．１ 部位・経年劣化事象の抽出を用いることができる。 

 

⑤ 抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、

以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健

全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保

全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。 

イ 実用炉規則第８２条第１項の規定に基づく高経年化技術評価 プラ

ントの運転を開始した日から６０年間（ただし、⑧ただし書の規定に該

当する場合にはプラントの運転を開始した日から４０年間とする。） 

ロ 実用炉規則第８２条第２項又は第３項の規定に基づく高経年化技

術評価プラントの運転を開始した日から４０年間に同条第２項又は第

３項に規定する延長する期間を加えた期間 

中性子照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出に当たっ

ては以下のとおりとすること。 

原子炉等規制法第４３条の３の３２の規定による運転することができる

期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後４０年を迎える高

経年化技術評価においては、運転開始後３０年を経過する日から１０

年以内のできるだけ遅い時期に監視試験片を取り出し、監視試験を

行うこと。なお、監視試験片の取り出し時期は、試験等に要する期間

（３年程度を目安）を考慮した上で、３．３①ロの申請書の提出期限に

最も近い定期事業者検査（原則として計画外の原子炉停止によるもの

を除く。）の時期とすること。 

運転開始後５０年を迎える高経年化技術評価においては、運転開始

後４０年を経過する日から１０年以内の適切な評価が実施できる時期

に監視試験片を取り出し、監視試験を行うこと。 

また、加圧水型軽水炉について、これら監視試験結果に基づく健全性

評価等を行うに当たっては、以下の事項を反映すること。 

・ 監視試験片の中性子照射量に相当する運転経過年数を算出する

こと。 

算出に当たっては当該年数が過大なものとならないよう、将来の設備

利用率の値を８０パーセント以上かつ将来の運転の計画を踏まえたよ

り大きな値を設定すること。 

・ 照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価及び照射

・ コンクリートの強度低下 

 

 

 

⑤ 抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、今

後１０年間に係る機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ

現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽

出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究炉に 40 年の

概念ないので 10

年保証のみ。 
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脆化の将来予測を保守的に行うことができる方法による評価を行うこ

と。 

・ 原子炉容器炉心領域内表面から深さ１０ミリメートルの部位におけ

る破壊靱性値を用いた加圧熱衝撃評価を行うこと。 

 

⑥ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経年

劣化を加味した機器・構造物の耐震安全性評価を行い、必要に応じ

追加保全策を抽出すること。 

実用炉規則第８２条第１項から第３項までの規定による高経年化技術

評価に係る耐震安全性評価は、規制基準（当該評価を行う時点後の

直近の運転開始以後３０年、４０年又は５０年を経過する日において適

用されているものに限る。）の要求を満たすことが確認された確定した

基準地震動及び弾性設計用地震動を用いた評価を行うこと。当該高

経年化技術評価後に、当該評価に用いた基準地震動及び弾性設計

用地震動が見直された場合には、高経年化技術評価を速やかに見直

すこと。 

⑥を行うに当たっては、ＰＬＭ基準2008 版の６．３．４ 耐震安全性評

価を用いることができる。 

 

⑦ 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経

年劣化を加味した機器・構造物の耐津波安全性評価を行い、必要に

応じ追加保全策を抽出すること。 

 

⑧ 高経年化技術評価は、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを

前提としたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提としたもの

（燃料が炉心に装荷された状態のものを含む。以下同じ。）の各々に

ついて行うこと。 

ただし、以下のいずれかに該当する場合については、冷温停止状態

が維持されることを前提としたもののみを行うこと。また、イ以外の場

合で、現に発生した大規模地震等による影響により長期停止すること

が明らかな場合については、冷温停止状態が維持されることを前提と

したもののみを行うことができる。 

イ 現に発生した大規模地震等による機器・構造物への直接の影響が

生じている又はその有無の調査の実施のために、長期間停止するこ

とが明らかな場合 

 

 

 

 

 

⑥ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経年劣

化を加味した機器・構造物の耐震安全性評価を行い、必要に応じ追加

保全策を抽出する。 

なお、原子炉冷却材バウンダリ及び冷却材バウンダリについては、大

気環境にあり、最も減肉量が大きい主冷却器の伝熱管について、定期

的な肉厚測定を実施し、必要に応じて耐震性評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、高速

実験炉原子炉施設が津波の考慮を要しないため該当なし。 

 

 

⑧ 高経年化技術評価は、原子炉の運転を断続的に行うこと（今後１０

年間に想定される運転又は最大として、５サイクル×60日／1.5年【運転

１年＋定検0.5年】の運転を想定）について行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外面腐食の最も

激しい部位を代表

として管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究炉であること

から、今後１０年

間の運転日数を

想定し、評価に資

する。 
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ロ 実用炉規則第８２条第１項又は第３項の規定に基づく高経年化技

術評価を行う場合で、運転開始以後３０年又は運転開始以後５０年を

経過する日において、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「技

術基準規則」という。）（同日において適用されているものに限る。）に

定める基準に適合しないものがある場合 

 

⑨ 高経年化技術評価は、以下に例示する運転経験や最新の知見等

を評価の条件、評価方法に反映させ、速やかに見直しを行うこと。ま

た、⑧ただし書の規定に該当する場合において、同規定に該当する

場合ではなくなった場合も速やかに見直しを行うこと。 

・ 材料劣化に係る安全基盤研究の成果 

・ これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因

と考えられる国内外の事故・トラブル 

・ 関係法令の制定及び改廃 

・ 原子力規制委員会からの指示 

・ 材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃 

・ 発電用原子炉の運転期間の変更 

・ 発電用原子炉の定格熱出力の変更 

・ 発電用原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉容器の中

性子照射量 

・ 点検・補修・取替えの実績 

また、運転開始後４５年を経過する日から１年以内、及び運転開始後

５５年を経過する日から１年以内に、上記に例示する運転経験や最新

の知見等を評価し、高経年化技術評価の条件、評価方法への反映の

要否について確認を行うこと。 

⑩ 高経年化技術評価を実施又は見直しをした場合は、下記の事項を

記載した書類（以下「高経年化技術評価書」という。）を作成又は見直

すこと。 

 

イ プラント概要 

ロ プラント運転実績 

ハ ３．３①に規定する期間に行う申請の時点において、技術基準規

則（当該申請を行う時点後の直近の運転開始以後３０年、４０年又は５

０年を経過する日において適用されているものに限る。）に定める基準

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 高経年化技術評価は、以下に例示する運転経験や最新の知見等を

評価の条件、評価方法に反映させ、速やかに見直しを行う。 

 

 

・ 材料劣化に係る安全基盤研究の成果 

・ これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と

考えられる国内外の事故・トラブル 

・ 関係法令の制定及び改廃 

・ 原子力規制委員会からの指示 

・ 材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃 

・原子炉の運転期間の変更 

・原子炉の定格熱出力の変更 

・原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉容器の中性子照射量 

・ 点検・補修・取替えの実績 

 

 

 

 

 

⑩ 高経年化技術評価を実施又は見直しをした場合は、下記の事項を

記載した書類（以下「高経年化技術評価書」という。）を作成又は見直

す。 

（以下、要相談） 

イ プラント概要 

ロ プラント運転実績 

ハ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の内容に

ついては、相談さ

せててください。 
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に適合していないものがある場合には、当該基準への適合に向けた

取組及びそのスケジュール（原子炉等規制法第４３条の３の３２の規

定による運転することができる期間の延長を行う発電用原子炉に係る

運転開始後４０年を迎える高経年化技術評価においては、設置許可

基準規則第４３条第２項に規定される可搬型重大事故等対処設備に

ついても該当するものがある場合は記載すること。） 

ニ 発生した主な経年劣化事象 

ホ 主な補修・取替え実績 

へ 原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項の規定による申請に至る

までの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の

把握のために実施した点検（特別点検）の結果（運転開始後４０年を

迎えるプラントの高経年化技術評価を行う場合に限る。） 

ト 高経年化技術評価の実施体制 

・ 評価の実施に係る組織 

・ 評価の方法 

・ 評価の実施に係る工程管理 

・ 評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理

に関する事項 

・ 評価記録の管理に関する事項 

・ 評価に係る教育訓練に関する事項 

チ 高経年化技術評価の実施年月日 

リ 高経年化技術評価を実施した者の氏名 

ヌ 高経年化技術評価の個別実施手順 

ル 高経年化技術評価の対象とした機器・構造物 

ヲ 国内外の原子力プラントの運転経験の反映 

ワ 最新の技術的知見の反映 

カ 機器・構造物ごとに発生が否定できない経年劣化事象 

ヨ 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

タ 健全性評価結果 

レ 健全性評価結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内

容 

ソ 現状の施設管理の評価結果 

ツ 追加すべき保全策 

 

⑪ 高経年化技術評価書を作成又は見直すに当たっては、以下のと

 

 

 

 

 

 

ニ 発生した主な経年劣化事象 

ホ 主な補修・取替え実績 

へ 該当なし 

 

 

 

ト 高経年化技術評価の実施体制 

・ 評価の実施に係る組織 

・ 評価の方法 

・ 評価の実施に係る工程管理 

・ 評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に

関する事項 

・ 評価記録の管理に関する事項 

・ 評価に係る教育訓練に関する事項 

チ 高経年化技術評価の実施年月日 

リ 高経年化技術評価を実施した者の氏名 

ヌ 高経年化技術評価の個別実施手順 

ル 高経年化技術評価の対象とした機器・構造物 

ヲ 国内外の原子力プラントの運転経験の反映 

ワ 最新の技術的知見の反映 

カ 機器・構造物ごとに発生が否定できない経年劣化事象 

ヨ 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

タ 健全性評価結果 

レ 健全性評価結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

ソ 現状の施設管理の評価結果 

ツ 追加すべき保全策 

 

 

⑪ 高経年化技術評価書を作成又は見直すに当たっては、以下のとおり
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おりとすること。 

イ ３.１④ただし書により日常劣化管理事象としたものについては、⑩

ヨの事項において、その理由（経年劣化事象の劣化傾向監視等劣化

管理の考え方、方法、計画及び実績）を記載すること。 

ロ 高経年化技術評価の実施又は見直しに当たって使用した文献類

は、出典を明確にすること。 

 

 

３.２ 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を

満たすこと。 

① 高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用

原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷

温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）に

ついて、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの

実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。 

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、

発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出さ

れたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出

されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部

位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的

な長期施設管理方針を策定すること。 

ただし、冷温停止が維持されることを前提とした高経年化技術評価

のみを行う場合はその限りでない。 

② 原子炉等規制法第４３条の３の３２の規定による運転することがで

きる期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後４０年を迎える

高経年化技術評価に伴い策定する長期施設管理方針については、上

記の追加保全策から抽出した項目にさらに３．１⑤に規定する運転開

始後４０年を経過する日から１０年以内の適切な評価が実施できる時

期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき監視試験を行

うことを加えること。 

③ 長期施設管理方針の適用期間の始期は、以下のとおりとするこ

と。 

イ 実用炉規則第８２条第１項の規定に基づき策定されたものについ

ては、運転開始後３０年を経過する日 

とする。 

イ ３.１④ただし書により日常劣化管理事象としたものについては、⑩ヨ

の事項において、その理由（経年劣化事象の劣化傾向監視等劣化管理

の考え方、方法、計画及び実績）を記載する。 

ロ 高経年化技術評価の実施又は見直しに当たって使用した文献類

は、出典を明確にする。 

 

 

３.２ 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を

満たす。 

① 高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策について、

施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管

理方針を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 該当なし 

 

 

 

 

 

 

③ 長期施設管理方針の適用期間の始期は、従前の期間を踏襲し、令

和７年４月１日とする。 
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ロ 同規則第８２条第２項の規定に基づき策定されたものについては、

運転開始後４０年を経過する日 

ハ 同規則第８２条第３項の規定に基づき策定されたものについて

は、運転開始後５０年を経過する日 

④ 長期施設管理方針は、高経年化技術評価の見直しの結果、追加

保全策に変更があった場合、速やかに変更すること。 

なお、高経年化技術評価の見直しの結果、追加保全策に変更がな

く、長期施設管理方針の変更の必要がないと判断した場合は、高経

年化技術評価書においてその理由を明確にすること。 

 

 

 

 

④ 長期施設管理方針は、高経年化技術評価の見直しの結果、追加保

全策に変更があった場合、速やかに変更する。 

なお、高経年化技術評価の見直しの結果、追加保全策に変更がな

く、長期施設管理方針の変更の必要がないと判断した場合は、高経年

化技術評価書においてその理由を明確にする。 
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